
３  奈 良 市 開 発 指 導 基 準 

 

 

第１ 総  則 

  この指導基準は、奈良市開発指導要綱（昭和 62 年奈良市告示第 229 号）及

び奈良市開発指導要領（昭和 62 年奈良市告示第 230 号）の施行について、必

要な事項を定めるものとする。 

第２ 造成に関する基準 

  （要綱第９条第２号、要領第５条の２関連） 

  擁壁等の技術基準については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和

37 年政令第 16 号）第８条から第 13 条及び「奈良市宅地造成及び特定盛土等規

制法に関する技術基準」の規定に適合すること。 

第３ 道路に関する基準 

  （要綱第 10 条第１号、要領第９条関連） 

 １．中央分離帯については、次の事項に留意する。 

  (1) 幅員 17 メートル以上の街路には、グリーンベルトを設けること。 

  (2) 区画幹線街路のグリーンベルトについては、別途市と協議の上定める幅

員構成とすること。 

  (3) 一般住宅地で、地区幹線街路に面した宅地については、背面にサービス

道路を設け、地区幹線街路への車等の直接出入を禁止する。ただし、補助

幹線街路がある場合は、これに適用するよう市長と協議すること。 

 ２．路面舗装については、次の事項に留意すること。 

  (1) 道路の舗装は、原則としてアスファルト舗装とすること。この場合にお

いて舗装区分（アスファルト舗装要綱の交通量区分）は、次の表のとおり

とする。 



 

  開発面積 

    (ha) 

街路名 

１未満 

１以上 

～ 

３未満 

３以上 

～ 

10 未満 

10 以上 

～ 

50 未満 

50 以上 

～ 

100 未満 

100 以上 

区画細街路 幅 員  ６ ｍ  Ｌ 交 通 

区画幹線道路 
６ ｍ 

Ａ交通 

10ｍ 

Ｂ交通 

13ｍ 

Ｂ交通 

1 7 ｍ 

Ｃ交通 

地区幹線道路 
６ｍ 

Ａ交通 

10ｍ 

Ｂ交通 

13ｍ 

Ｂ交通 

17ｍ 

Ｃ交通 

20ｍ 

Ｃ交通 

22～28ｍ 

Ｄ交通 

 

(2) 舗装は、地下埋設物の工事がすべて完了した後、土質調査を行い、舗装

厚を決定し、市長の承認を受けて施行すること。 

３．道路勾配については、次の事項に留意する。 

  (1) 縦断勾配については、原則として地区幹線街路は５パーセント以下、区

画細街路は７パーセント以下とするが、やむを得ずこれを超えるものにつ

いては、スリップ止舗装を施すこと。ただし、この場合においても地区幹

線街路は７パーセント、区画細街路は９パーセントを超えてはならない。

なお、地形等によりやむを得ないと認められる場合は小区間に限り、12 パ

ーセント以下とすることができる。 

  (2) 車道の横断勾配は、1.5 パーセントから２パーセントまでとすること。 

４．道路構造物については、建設省制定土木構造標準設計に記載されている 

ものを使用する。 

 ５．交差点については、次の事項に留意する。 

  (1) 道路が同一平面交差、又は他の道路に接続する場合には、自動車、自転

車、歩行者等の安全かつ円滑な通行を確保するとともに、快適な道路空間

を形成するため次の表の長さで街角が切り取られていること。なお、この

区分外の幅員については、直近上位置の長さとすること。



 

道路幅員（Ｍ） ６ｍ 10ｍ 13ｍ 17ｍ 20ｍ 22ｍ以上 

６ ｍ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

１０ｍ  

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

５ 

６ 

４ 

１３ｍ   

６ 

８ 

５ 

６ 

８ 

５ 

６ 

８ 

５ 

６ 

８ 

５ 

１７ｍ    

８ 

10 

６ 

８ 

10 

６ 

８ 

10 

６ 

２０ｍ     

10 

12 

8 

10 

12 

8 

２２ｍ以上      

10 

12 

8 

 

※ 上段 交差角  90°前後             （ 単 位 ： ｍ ） 

  中段  〃   60°以下 

  下段  〃   120°以上 

 

 

街 角 参 考 図 

  

 

道 

路 

幅 

員 

ℓ 

 

道 路 幅 員 

 

(２) 歩車道の分離された道路については、歩車道の境界線は円弧でもよい。 

 

６．歩道については、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例（平成７年奈良県



条例第 30 号）に基づき計画し、次の事項に留意する。 

  (1) 学校周辺、公園、住宅街、及び通勤・通学路等の歩行者動線に基づき、

歩道の設置を行うこと。 

  (2) 開発区域外の道路について、当該開発に伴い必要であると考えられる場

合は、歩道及び各安全施設の整備を合わせて行うこと。 

  (3) 歩道巻込部、交差点の歩車屈曲部において、自転車等の乗り上げを防止

するため、主要道路の車道面に面した縁石を高くするか、防護柵等を設置

すること。 

  (4) 車両が、車庫等から道路に出入りするため歩道を横断するときは、土地

利用計画に応じ歩道に乗入れ施設を設置すること。 

  (5) 歩道の構造、種別、材料等については、事前に市長と協議すること。 

 ７．誘導用ブロック等については、交差点及び横断歩道橋等に設置を行い、詳

細の設計については、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例による。 

 ８．街路樹については、次の事項に留意する。 

  (1) 歩車道の区別ある道路で歩道幅員が 3.0 メートル以上の歩道には、樹高

3.5 メートル以上の街路樹を植栽すること。 

  (2) 樹間は、６メートルとすること。 

  (3) 灌木を植栽する場合は、歩道幅員 3.0 メートル以上の歩道とし、植樹帯

の高さは路面より 20 センチメートル以上とし、内法１メートルとするこ

と。 

  (4) 樹種、植栽、管理等その他必要な事項は、市長と協議の上決定すること。 

 ９．橋梁については、次の事項に留意する。 

  (1) 開発事業に伴い、開発区域内外の道路で学童又は一般歩行者の安全を確

保する必要があるものについては、鋼構造又はこれに準ずる構造の歩道橋

を設置すること。この場合、沿道の状況等を考慮し、その取付部は可能な

限り階段式スロープ式の併用とすること。 

  (2) 道路橋の構造は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造と

し、自動車荷重は 25 トンとして設計すること。 

  (3) その他の詳細については、市長と協議すること。 

 10．街路灯については、次の事項に留意する。 

  (1) 街路灯を設置すること。 

  (2) 街路灯の設置間隔は、原則として 40 メートルを標準とすること。 

  (3) その他詳細については、市長と協議すること。 

 11．防護柵については、次の事項に留意する。 

  (1) 車両の路外逸脱防止、歩行者等の保護及び歩行者の横断抑制のための防

護柵を設けること。 

  (2) 防護柵の基礎は、原則として擁壁等の構造物に埋込み式とすること。 



  (3) 防護柵の種類は、安全柵、ガードレール、ガードパイプ、ガードロープ、

及びガードフェンスその他とするが、その選定は、道路の状況に応じて市

長が指示するものとすること。 

 12．小区間道路については、「小幅員区画道路の計画基準について」（建設省

建設経済局長通達）に基づくとともに、次の事項についても留意する。 

  (1) 道路は原則として階段状は認めない。ただし、遊歩道又は小区間の連絡

路等を設ける場合においては、市長と協議の上やむを得ないと認めた場合

はこの限りでない。 

  (2) 道路は、次の場合を除き、袋状とすることは認めないこと。 

   ア 次期の計画又は他の道路との接続が予定されている場合 

   イ 広場等に接続していて交通に支障がないと判断される場合 

   ウ 小区間で回転広場（直径８メートル以上）等を設けている場合 

  (3) 道路と、その他の敷地との境界線を構造物で明確に表示すること。 

  (4) 道路に民有地の構造物を出さないこと。 

  (5) 電柱は原則として道路外に設けること。 

第４ 公園及び緑地に関する基準 

  （要綱第 10 条第２号、要領第 10 条関連） 

 １．公園の誘致距離については、次に定めるところによる。 

 

公園の種類 誘致距離（ｍ） 

街 区 公 園 2 5 0  

近 隣 公 園 5 0 0  

地 区 公 園 1 , 0 0 0  

 

２．公園の形状については、次の事項に留意する。 

  (1) 公園の形状は、正方形、長方形等整形なものとし、平坦地とすること。 

  (2) 公園の出入口は、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例に基づいた構造

とすること。 

 ３．公園には、園名板、公園灯を必ず設置し、遊戯施設、休養施設、修景施設

等を公園規模、立地条件、土地利用を考慮して設置するものとする。なお、

次の事項についても留意する。 

  (1) 遊戯施設は、ぶらんこ、すべり台、シーソー、ジャングルジム、ラダー

（鉄棒）及び砂場等とし、利用者に危険のない構造・配置とすること。 

  (2) 休養施設は、ベンチ及びパーゴラ等とし、公園の利用形態に考慮して設

置・配置すること。 



  (3) 修景施設は、植栽等とし、周辺の環境及び状況を考慮し管理のし易い樹

種選択配置をすること。 

  (4) 公園に設置する園名板の構造は、別図１とする。なお、公園灯はアルミ

素材の物で地中配管とし、照度図を作成し適切な灯具を用いること。 

その他、休養施設等については別途協議とする。 

 ４．公園及び緑地には、原則として占用物件は認めないものとする。 

 ５．公園及び緑地は、周囲を柵等により区分し、変化点に境界杭を埋設し、境

界を明確にする。ただし、中高層建築物で利用上柵の設置が不適当な場合は、

地先境界石等により明確にする。 

 ６．柵により囲まれる緑地には、管理のための出入口を設け施錠できるようす

る。 

第５ 下水道施設（雨水排水施設）に関する基準 

  （要綱第 10 条第３号、要領第 11 条関連） 

 １．流速及び勾配については、次の事項に留意する。 

  (1) 一般に流速は、下流に至るに従って漸増するように計画し、勾配は下流

に至るに従って緩くなるよう計画すること。 

  (2) 排水管渠における設計流速は毎秒１メートルから 1.8 メートルを標準と

し、最小毎秒 0.8 メートル、最大毎秒 3.0 メートルとすること。 

 ２．排水管の最小管径については、内径 300 ミリメートル以上とする。 

 ３．排水管渠の算定式（マニング公式）については、次式による。 

Ｑ＝Ａ・Ｖ 

 

 

Ｖ＝流速（ｍ／秒） 

Ｉ＝勾配（１／１，０００） 

Ｒ＝径深Ａ／Ｐ（ｍ） 

Ｐ＝流水の潤辺長（ｍ） 

Ｑ＝流量（㎥／秒） 

Ａ＝流水の断面積（㎡） 

ｎ＝粗度係数 

 

 

 

 

 

 

 

コ ン ク リ ー ト 管 渠 0 . 0 1 3 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 0 .0１0 

強化プラスチック複合管 0 . 0 1 0 

三 面 水 路 ・ Ｂ Ｏ Ｘ 0 . 0 2 0 

そ の 他 0 . 0 2 5 



 ４．排水管渠の断面については、次の基準とする。 

   円形管渠＝満管 

   暗渠＝９割水深 

   開渠＝８割水深 

 ５．計画の雨水量については、開発事業区域の規模、地形等に応じ適宜算定す

るが、一般的には次式による。 

     Ｑ＝１／３６０・Ｃ・Ｉ・Ａ 

     Ｑ＝計画雨水量 

     Ｃ＝流出係数（0.9 を標準とするが造成面積、地形等によつてその都

度市と協議すること。） 

     Ｉ＝降雨強度 

大和川流域 １時間につき１１６ミリメートル 

大和川流域以外 １時間につき１５０ミリメートル 

       （１０年確率降雨の２４時間降雨継続時間での１０分間最大降雨

強度） 

     Ａ＝流域面積（ha） 

 ６．管理施設については、次の基準による。 

  (1) ヒューム管の埋設は、深さを管頂まで土被り 1.2 メートル以上（歩道下

に設置する場合は土被り 0.6 メートル以上）とし、180°固定基礎を設置し

埋設すること。ただし、所定の土被りを確保できない場合は、360°固定

基礎とすること。 

  (2) 排水管は原則としてヒューム管とすること。 

  (3) マンホールでの管渠の場合は、管頂接合とすること。 

 



 ７．マンホールについては、次の表による。 

 

呼 び 方 形 状 寸 法 用 途 

１ 号 

マンホール 
内径 90cm 円形 

管の起点及び 600mm 以下の管の中間

点並びに内径 450mm までの管の会合

点でマンホール深さ 2.5ｍ未満とする 

２ 号 

マンホール 
内径 120cm 円形 

内径 900mm 以下の管の中間点及び内

径 600mm 以下の管の会合点または 1

号基準外の深さ 2.5ｍ以上とする 

３ 号 

マンホール 
内径 150cm 円形 

内径 1,200mm 以下の管の中間点及び

内径 800mm 以下の管の会合点 

４ 号 

マンホール 
内径 180cm 円形 

内径 1,500mm 以下の管の中間点及び

内径 900mm 以下の管の会合点 

５ 号 

マンホール 

内のり 

210×120cm 角形 
内径 1,800mm 以下の管の中間点 

６ 号 

マンホール 

内のり 

260×120cm 角形 
内径 2,200mm 以下の管の中間点 

７ 号 

マンホール 

内のり 

300×120cm 角形 
内径 2,400mm 以下の管の中間点 

 

８．マンホールの配置計画については、次の事項に留意する。 

  (1) 配置は、起点、終点並びに方向、勾配及び管径の変化点並びに合流箇所

とすること。 

  (2) 管渠の直線部のマンホール最大間隔は、管渠径によつて次の表を標準と

すること。 

 

菅渠径 ( ㎜ ) 300 以下 600 以下 1,000 以下 1,500 以下 1,650 以下 

最大間隔(ｍ) 50 75 100 150 200 

 



(3) 足掛金具は、ダクタイル製樹脂巻又はステンレス製を使用し、高さ 30

センチメートル間隔で交互に設けること。 

  (4) 鉄蓋の形状及び構造寸法は、汚水マンホールの鉄蓋と同様とし、文字の

み雨水とすること。 

  (5) 段差 60 センチメートル以上の場合は、石張等の水叩施設を設けること。

９．一般雨水桝については、次の事項に留意する。 

  (1) 雨水桝には、汚水管を接続しないこと。 

  (2) 雨水桝の構造は、建設省制定土木標準構造物設計に記載されているもの

を使用すること。 

  (3) 雨水桝を最大限 20 メートル間隔に設置し、排水管でマンホールに直結

すること。ただし、雨水桝の付近にマンホールがない場合は、この限りで

ない。 

  (4) 排水管は、内径 200 ミリメートルのヒューム管または硬質塩化ビニール

管（ＶＰ管以上）とすること。 

  (5) 雨水桝の蓋及び横断溝の蓋は、25 トン以上のグレーチングを使用し、横

断溝のグレーチングはボルト固定とすること。 

  (6) 雨水桝は測溝が屈折、または、集合する箇所及び断面の変化する箇所並

びに宅地雨水管と連絡する箇所に設け、深さ 15 センチメートル以上の「泥

溜」を設置すること。 

第６ 下水道施設（汚水排水施設）に関する基準 

   （要綱第 10 条第３号、要領第 11 条関連） 

１．計画汚水量の決定は、次項により算出する。 

(1) 管渠断面の算定では、計画人口を一戸当り４人とする。 

また、計画下水量は、計画時間最大量を８６５ℓとして算定し、断面算定

については計画下水量の１０割の余裕をみて決定する。 

 一般的に次式による。 

 

 

    なお、建築用途が住宅以外の場合は、「建築用途別処理対象人員算定基準

表」の合併処理対象汚水量より日最大汚水量を算定する。計画時間最大量

 

 

 



は日最大汚水量の１．５倍として算定し、断面算定には１０割の余裕をみ

て決定する。 

(2) 合流管については、計画時間最大汚水量プラス計画雨水量とし、計画雨

水量については下水道施設（雨水排水施設）に関する基準の合理式によっ

て算定する。 

２．汚水管渠（分流管）の流量計算には、次式のクッター公式により算出する。 

ただし合流管の流量計算はマニング式により算定する。 

     

  Ｑ＝Ａ・Ｖ（㎥／秒） 

  Ｑ：流量（㎥／秒） 

  Ａ：流水の断面積（㎡） 

Ｖ＝流速（ｍ／秒） 

ｎ：粗度係数 

 

 

 

 

   

 Ｒ：径深（ｍ）（＝Ａ／Ｐ） 

   Ｐ：流水の潤辺長（ｍ） 

   Ｉ：勾配（分数または小数） 

 

３．下水管路施設は、次の点に留意すること。 

(1) 下水道本管の種類は、開削工法の場合はφ450mm 以下の管渠において、

「下水道用リブ付硬質塩化ビニル管（JSWAS K-13）」又は「下水道用硬

コ ン ク リ ー ト 管 渠 0.013 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 0.010 

強化プラスチック複合管 0.010 

クッター公式 

 

 

 



質塩化ビニル管（JSWAS K-1）ゴム輪受口片受直管」を標準使用する。管

径φ450mm を越える場合及び、推進工法やマンホールポンプ設置時の圧送

管については、別途協議することとする。また、本管の最小口径はφ200

㎜以上とし、本管施工においてはマンホールの間を円形で直視出来るよ

うに布設すること。 

(2) 本管土被りは、原則として １．０ｍ以上とする。但し、１．０ｍ以下

となる場合は、管の強度計算を行い、事前に下水道管理者と別途協議する

こと。 

(3) 流速及び勾配について 

流速は一般に下流に至るに従って漸増するように計画し、勾配は下流に

至るに従って緩くなるよう施工する。設計流速は、1.0ｍ/sec ～ 1.8ｍ/sec

を標準とする。やむを得ない場合、流速範囲は最少 0.6ｍ/sec～最大 3.0ｍ

/sec とする。但し、最低勾配は５‰以上を確保すること。 

(4) 管渠の基礎について 

「下水道用リブ付硬質塩化ビニル管(JSWAS K-13)」は砕石基礎（最大粒

径 40mm 以下）とする。「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)」につい

ては砂基礎とする。取付管についても本管と同様とする。その構造は下図

のとおりとする。  

 

                   

                                               

                             

 

 

 

 

 

(5) 中間マンホールにおいて、上・下流の口径が異なる場合の施工は、原則

として水面接合又は管頂接合とする。 

  (6) マンホールでの屈折角度は９０°以内とし、６０°以上の屈折角度とな 

る場合及び合流点のマンホールについて、流入管は流出管に対し５ｃｍ以 

上の段差を設けて施工すること。また、直線部の中間マンホールにおいて 

も適度な段差を設けて施工すること。 

 

 

 

 

H 

H1 

D 

H2 

W ｛H1、H2 は 100mm。ただし硬質塩化

ビ ニ ル 管 で D ≧ 200 の 場 合 は

H2=200mm｝ 

｛Ｗ＝掘削巾｝ 

｛Ｄ＝管外径（リブ付塩化ビニル管

についてはリブの外縁）｝ 

 

            マンホール 

 流入管 

                屈折角度 

          流出管 



４．人孔（マンホール）設置計画については、次の事項に留意する。 

(1) 人孔は、基本的に１号組立人孔を設置するものとする。地下埋設物等

が近接しており、１号組立人孔の設置が難しい場合は下水道管理者と協

議すること。ただし、下記の条件をすべて満たし、下水道管理者と協議

の上、承諾を得られれば小口径塩ビ人孔の設置も可能とする。 

① 小区間の行き止まり道路であること。 

（但し、将来、計画性があると予測されるものは除く） 

② 接続する公共下水道が小口径塩ビ人孔にて整備されている路線で

あること。 

③ 計画人孔深さが１．５ｍ未満であること。 

なお、合流する人孔、及び５０ｍ毎には、維持管理上 1 号人孔を設置

すること。 

  (2) 配置は、起点・終点、並びに方向、勾配・管径の変化点及び合流箇所と 

すること。 

  (3) 管渠の直線部のマンホール最大間隔は、管渠径によって次の表を標準と 

すること。 

管渠径（ m m ) 300 以下 600 以下 

最大間隔(ｍ) 50 75 

  (4) 足掛金具は、ダクタイル製樹脂巻又はステンレス製を使用し、高さ 30cm 

間隔に設置すること。 

  (5) 鉄蓋は、奈良市型φ600マンホール鉄蓋(Ｔ－25汚水用)を使用すること。 

尚、マンホールには転落等による危険防止のため、奈良市型人孔鉄蓋転落

防止蓋（ロック付転落防止用格子蓋）を下表の基準により設置すること。 

 

奈良市型人孔鉄蓋転落防止蓋（ロック付転落防止用格子蓋）の使用区分 

合 流 管 全てのマンホールに設置 

汚 水 管  マンホール深 2.0ｍ以上のマンホールに設置 

 

(6) マンホール深 4.0ｍ以上の場合は FRP 製メッシュタイプの中間スラブを

設けること。 

(7) 段差 60ｃｍ以上の場合は、副管を設置すること。新設人孔設置の場合、

外副管とし生ｺﾝｸﾘｰﾄの 360°巻きとする。また、既設人孔に接続する場合

は内副管でも良いものとし、原則としてスリム型内副管にて施工する。 

  (8) 組立マンホールに本管を接続する場合は、必ず機械カッターで削孔を行



いゴム製可とうマンホール継手を取り付け施工すること 

  (9) マンホールポンプ施設を設置する場合の技術基準については、財団法

人下水道新技術推進機構が発行する「下水道マンホールポンプ施設技術

マニュアル」に従うこと。また、ポンプ制御盤の設置用地については分

筆登記をして市に帰属すること。 

５．汚水桝（インバート仕上げ）については、次の事項に留意する。 

  (1) 汚水桝は、原則として１区画１箇所とし、宅地高と道路高の高低差の少 

ない位置で官民境界より民地側 １．０ｍ以内のところに設置すること。 

  (2) 汚水桝については、塩化ビニル製桝（φ200 以上）を使用すること。ま

た、次の事項に留意すること。 

     塩化ビニル製桝の内法は、汚水桝底と地面の差が 100ｃｍ未満のときは 

内径φ200 ㎜とし、100ｃｍ以上～150ｃｍ以下のときは内径φ300 ㎜とす 

る。又、150ｃｍを超えるときは別途協議すること。 

  (3) 合流方式での汚水桝設置については、原則として逆流防止弁付（脱着式）

を設置するものとする 

６．汚水取付管については、次の事項に留意する。 

(1) 取付管（引込管）は、内径φ150 ㎜とし「下水道用硬質塩化ビニル管(JSWAS 

K-1)ゴム輪受口片受け直管」を標準使用する。但し、流量計算により取付

管(φ150)の排水能力を上回る流量となるものは必要に応じた管の口径を

選定する。 

  (2) 取付管の勾配は原則として 10‰以上とすること。 

  (3) 取付管は原則として本管接続とし、マンホール接続は極力避けること。 

   又、布設方向は本管に対し直角、かつ直線的に布設すること。なお、取付

管の離隔については１．０ｍ以上離し施工すること。 

(4) 取付管を人孔（マンホール）接続する場合は、管底接続とする。但し、

どうしても段差の生じる場合は、人孔底部まで内副管を設置しインバート

を施工する。 

(5) 極端に浅い土被りの少ない取付管についても、本管同様に管の強度計算

を行い、管種を選定すること。 

(6) 取付管の延長は原則として 10ｍ以下とし、10ｍを超える場合は別途協議

すること。又、10ｍ以下であっても開発区域及び その周辺の状況により、

取付管による整備が妥当でない場合は別途協議すること。 

７．集中浄化槽（合併、単独槽を含む）の処理対象人員、及び汚水量の算定等

に当たっては、別表に定める基準に従い開発事業の内容にそって行うこと。 

第７ 河川に関する基準 

  （要綱第 10 条第４号、要領第 12 条関連） 

  河川に関する基準については、第５下水道施設（雨水排水施設）に関する指



導基準によるものとする。 

第８ 消防水利施設に関する基準 

  （要綱第 10 条第５号、要領第 13 条関連） 

 １．防火水槽の構造及び規格は、次の各号に定めるところによる。 

  (1) 常時貯水量が 40 立方メートル以上の地下式有蓋Ⅱ型とし、その形状は

原則として内法寸法縦４メートル、横５メートル、深さ２メートルの角型

とすること。 

  (2) 鉄筋コンクリート造の地下式有蓋のものであり、かつ漏水防止が完全に

施してあること。 

  (3) 消防ポンプ自動車の吸水口から底面までの距離が原則として 4.5 メート

ル以下であること。 

  (4) 吸管投入孔は、円形としその直径は 0.6 メートル以上で２箇所設置する

こと。なお、その蓋は別図３のとおりとすること。 

  (5) 吸管投入孔の直下に深さ 0.5 メートル以上、一辺の長さ１メートル以上

の「ストレーナー入れ」を設けてあること。また、点検のために吸管投入

孔より内部へ降りられる点検タラップを設けること。 

  (6) 防火水槽には、補水管を設けること。なお、公共施設にあつては内径 100

ミリメートルから 75 ミリメートルとしその他にあつては最大口径とする

こと。 

  (7) 補水管の管底から 10 センチメートルのところに内径 100 ミリメートル

のいつ水管を設けること。 

  (8) 主要構造部の資材配合状態は、次のとおりとすること。 

  ア 基礎くり石は、厚さ 15 センチメートル以上とすること。 

  イ 鉄筋は、直径 13 ミリメートル以上のものを 2,000 キログラム以上を使用

すること。 

  ウ 捨てコンクリートにあつては、粗骨材の最大寸法 40 ミリメートル以内

とし、４週圧縮強度で 160ｋｇ／ｃ㎡以上とし、躯体のコンクリート強度

は、粗骨材の最大寸法 25 ミリメートル以内とし、４週圧縮強度で 240ｋｇ

／ｃ㎡以上とすること。また、厚さは 25 センチメートル以上とすること。

なお、二次製品防火水槽は 300ｋｇ／ｃ㎡以上とし、その厚さは 20 センチ

メートル以上とするものとし、財団法人日本消防設備安全センターにおい

て認定されたものとすること。 

  エ 漏水防止のモルタル配合は、セメント１、砂２とし厚さ１センチメート

ル厚さのものを２度塗りすること。ただし、防水剤の混入等によつては１

センチメートル厚さ１度塗りとしても差しつかえない。 

  (9) 構造図は、別図３のとおりとすること。 

 ２．消火栓を設置する場合は、次の各号に定めるところによる。 



  (1) 消火栓を設置する排水管の口径は、150 ミリメートル以上とすること。

ただし、管網の一辺が 180 メートル以下となるように配管されている場合

は 100 ミリメートル以上とすることができる。 

  (2) 消火栓の設置間隔は、予定建築物から一の消防水利の距離が 120 メート

ル以内となるように設けること。ただし、近隣商業地域、商業地域及び工

業地域にあつては、100 メートル以内とすること。 

  (3) 前号に定める距離未満であつても、幅員 20 メートル以上の道路、軌道

及び河川等をはさむ場合は、その距離を超えているものとする。 

  (4) 前２号にかかわらず地下道、橋、ガード等が直近にあり消防活動に支障

がない場合はこの限りではない。 

  (5) 消火栓は、呼称 65 の口径を有し吐水口と鍵が一体となり地下式のもの

とすること。 

  (6) 地下式消火栓は、吐水口を地表面から 40 センチメートル以内とするこ

と。 

  (7) 消火栓関係一式の部材は、奈良市水道局の承認した製品を使用するこ

と。 

 ３．設置した消火栓、防火水槽には、消防法第 20 条第２項に基づく標識（別

図３）を掲出する。 

 ４．警防対策については、次の事項に留意する。 

  (1) 消防活動空地は、建築物の外壁面から８メートル以内に幅６メートル長

さ 12 メートルの空地とすること。 

  (2) 空地及び通路の構造は、消防車両に耐える地盤支持力を有するものであ

ること。 

  (3) 建築物の外部から進入し有効に消防活動のできる設備とは、屋外、階段、

バルコニー、及びバルコニー側の避難ハッチ等とすること。 

第９ 家庭ごみ集積施設、再生資源集積施設及び大型ごみ集積施設（以下「集積

場」という。）に関する基準 

（要綱第 11 条（８）、要領第 20 条関連） 

１．要領第 20 条（１）で別に定める基準については、次の事項に留意する。 

(1)   原則、開発区域内において、転回広場を設けることとする。 

(2)   転回広場の直径は 13 メートル以上とし、形状は真円状とする。 

２．要領第 20 条（２）で別に定める基準については、次の事項に留意する。 

(1) 開発区域内において、収集車が一回の切り返しでごみ集積場に横付けをし

て安全に作業できる位置に集積場を設置することとする。 

(2) 集積場は、進入口から５メートル以内に設置することとする。 

 ３．要領第 20 条（３）で別に定める基準については、次の事項に留意する。 

  (1) 道路との段差は 10cm 以内とし、段差が発生する場合は協議を行うものと



する。 

４．要領第 20 条（５）で別に定める基準については、次の事項に留意する。 

(1) 家庭ごみ集積施設は、共同住宅を除いて概ね計画戸数で 25 戸につき１か

所設置すること。 

(2) 再生資源集積施設は、共同住宅を除いて概ね計画戸数で 30 戸から 50 戸ま

でに１か所設置することとし、計画戸数が 50 戸以上である場合は、概ね 50

戸につき１か所設置すること。 

(3) 家庭ごみ集積場は、設置場所を中心とした半径約 100 メートルを利用範囲

とし、当該集積場利用者すべての住宅が利用範囲に含まれるよう設置するこ

と。 

(4) 再生資源集積場は、設置場所を中心とし、徒歩で安全に往来できる箇所を

利用範囲とし、当該集積場利用者すべての住宅が利用範囲に含まれるよう設

置すること。 

５．要領第 20 条（８）で別に定める基準については、次の事項に留意する。 

(1) 集積場の設置要否については、原則として次の表のとおりとする。 

 

 

 

 

 

(2) 家庭ごみ集積施設については既存利用について地元同意を得られたとき

は、前号の限りでない。 

(3) 共同住宅の開発においては、大型ごみを集積するスペースを確保するこ

と。 

(4) 計画戸数が 30 戸未満の場合において、再生資源集積施設については既存

利用について地元同意等を得られない場合においては、開発区域内で基準第

9 の 7（２）で示す 30 戸未満における集積用具の設置場所を示し、別途協議

するものとする。 

(5) 共同住宅の開発については、計画戸数によらず家庭ごみ集積施設を必ず設

置すること。 

(6) 各集積施設は、作業員の作業に支障が生じない場合に限り、併用出来るこ

ととし、併用をする場合は別途協議を行うものとする。 

(7) 要領及び基準を満たす集積施設を設置できない場合は、一般廃棄物収集運

搬業許可業者に収集を委託すること。 

(8) 一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託する場合は、すべての集積物

    計画戸数 

集積施設 
15 戸未満 15 戸～29 戸 30 戸以上 

家庭ごみ 新設 新設 新設 

再生資源 既存利用 既存利用 新設 



(家庭ごみ、再生資源、大型ごみ)の収集を委託すること。 

(9) 一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託する場合であっても、市が定

める分別方法により適正な排出を行うこととし、当該集積施設の利用者に指

示すること。 

(10) 併用をしない場合の集積施設に必要な有効面積については、次の表のとお

りとする。 

 

集積施設 建築物 戸数 面積 

家庭ごみ 

戸建住宅 

6戸以下 1.00㎡以上 

7戸以上 計画戸数×0.15㎡以上

を最低面積とする。 

共同住宅 

ワンルー

ム以外 

6戸以下 1.00㎡以上 

7戸以上 計画戸数×0.15 ㎡以上 

ワンルー

ムマンシ

ョン 

6戸以下 1.00㎡以上 

7戸以上 

15戸以下 

計画戸数×0.15㎡以上

を最低面積とする。 

 

16戸以上 

2.33㎡＋(計画戸数-16)

×0.075㎡以上を最低面

積とする。 

再生資源 
戸建住宅 30戸未満 基準第９の７各号を満

たす規模とすること 共同住宅 30戸以上 

大型ごみ 共同住宅 

ワンルー

ムマンシ

ョン以外 

 

16戸未満 

開発区域内で大型ごみ

の集積場所を示し、別途

協議するものとする。 

16戸以上 3.00㎡以上 

ワンルー

ムマンシ

ョン 

 

16戸未満 

開発区域内で大型ごみ

の集積場所を示し、別途

協議するものとする。 

16戸以上 2.00㎡以上 

 

 

 

 

 

 

(11) 共同住宅において、家庭ごみ集積施設と大型ごみ集積施設の併用を行う場



合の集積施設に必要な有効面積については、次の表のとおりとする。 

 

建築物 戸数 面積 

ワンルーム 

以外 

6戸以下 1㎡以上 

7戸以上 

15戸以下 

2.25㎡以上 

16戸以上 

30戸以下 

2.50㎡+(計画戸数-16)×0.20㎡以

上を最低面積とする。 

31戸以上 

40戸以下 

5.50㎡+(計画戸数-30)×0.20㎡以

上を最低面積とする。 

41戸以上 

60戸以下 

8.00㎡以上 

61戸以上 

80戸以下 

8.50㎡以上 

81戸以上 9.00㎡以上 

ワンルーム 

6戸以下 1㎡以上 

7戸以上 

15戸以下 

2.25㎡以上 

16戸以上 

30戸以下 

2.60㎡+(計画戸数-16)×0.10㎡以

上を最低面積とする。 

31戸以上 

40戸以下 

4.00㎡+(計画戸数-31)×0.10㎡以

上を最低面積とする。 

41戸以上 

60戸以下 

5.50㎡以上 

61戸以上 

80戸以下 

6.00㎡以上 

81戸以上 6.50㎡以上 

(12) 再生資源集積施設と他の集積施設の併用を行う場合は、開発区域内で基準

第 9 の 7（２）で示す各計画戸数に応じた集積用具の数量の設置規模を満た

した設置場所を示し、別途協議するものとする。 

６．要領第 20 条（９）で別に定める基準として、家庭ごみ集積施設の形状及び

構造については、次の事項に留意する。なお、次の各号に掲げる事項におけ

る寸法は全て有効寸法とする。 

(1) 原則として形状は長方形とすること。 

(2) 原則として間口以外の３面（左右及び背面）には、高さ１メートル以上の

コンクリート又はコンクリートブロック積みの壁を設置すること。 



(3) 床はコンクリート張りとし、排水を良好にするため傾斜をもたせ、道路に

接する部分に溝がある場合は必ず滑り止めのある蓋を設けること。 

(4) 周辺の景観に違和感をもたらさないよう十分配慮すること。 

(5) 間口に扉を設置する場合は、原則として引き戸とし、開扉状態を維持可能

なものを設置すること。 

(6) 間口の最低有効寸法については、次の表のとおりとする。 

 

計画戸数 7 戸未満 7 戸以上 

15 戸未満 

15 戸以上 

 

間口 1.0m 以上 1.5m 以上 2.0m 以上 

(7) 既製品のごみ集積用具を設置する場合などをのぞき、ごみ散乱防止のため

のネットを必ず設置すること。 

(8) 扉や屋根等を設置する場合の形状及び構造については、開口部（集積施設

が外部に面する壁や屋根などに設ける出入り口部分）の高さ及び間口は有効

辺長で 2.7 メートル以上とすることとし、照明設備を設け、換気については

安全に収集が可能なように配慮すること。 

７．要領第 20 条（９）で別に定める基準として、再生資源集積施設の形状及び

構造については、次の事項に留意する。なお、次の各号に掲げる事項におけ

る寸法は全て有効寸法とする。 

(1) 形状及び構造においては、前項（１）から（５）までの基準を準用する。 

(2) 次の表のとおり、配布する数の集積用具を設置できる規模とすることと

し、家庭ごみ・大型ごみと再生資源集積施設を併用する場合は、排出や収集

の際に支障がないようにすること。 

 

計画戸数 

集積用具 

30戸未満 30戸以上 

50戸未満 

50戸以上 

100戸未満 

100戸以上 

 

コンテナ 

（ガラスびん用 3 種類） 
3 箱 5 箱 7 箱 10 箱 

コンテナ 

（紙パック用 1 種類） 
1 箱 1 箱 1 箱 2 箱 

網袋 

（缶・ペットボトル用） 
2 袋 8 袋 10 袋 14 袋 

 

 

(3) 設置する集積用具の形状は次の表のとおりとする。 



 

寸法   

集積用具 縦 横 高さ 

コンテナ 44ｃｍ 65ｃｍ 32ｃｍ 

網袋 90ｃｍ 90ｃｍ  

(4) 開発区域内に２か所以上設置する場合、１か所あたりの規模は（２）表中

の計画戸数 30 戸未満の列に示す数量の集積用具を設置できる規模以上とす

ることとし、再生資源集積施設を必ず設置することとする。 

(5) 間口は 1.5 メートル以上とすること。 

(6) 集積用具は中身の入った状態で置くことができ、かつごみ出し及び収集作

業に支障がないよう必要に応じて通路を確保すること。 

(7) やむを得ない場合に限り、同種の再生資源を集積する用具のみ重ね置きを

認めるものとする。ただし、段数は２段までとすること。 

(8) 扉や屋根等を設置する場合の形状及び構造については、開口部（集積施設

が外部に面する壁や屋根などに設ける出入り口部分）の高さ及び間口は有効

辺長で 2.7 メートル以上とすることとし、照明設備を設け、換気については

安全に取集が可能なように配慮すること。 

第１０ その他 

  この基準に定めのない事項については、関係法令に定めるところによるほ

か、その都度市長が定める。 

附  則 

    附 則 

 この基準は、昭和 62 年 11 月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、昭和 63 年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、平成４年３月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、平成８年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、平成９年４月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、平成 10 年 11 月１日から施行する。 

    附 則 

 この基準は、平成 15 年６月２日から施行する。 



    附 則 

この基準は、平成 17 年４月１日から施行する。 

    附 則 

この基準は、平成 18 年５月 11 日から施行する。 

    附 則 

この基準は、平成 24 年９月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和２年 12 月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 



 



 



 



（ ２ ）  放 流 水 基 準 表 

 

事業内容 

区域 

 

(注 1) 

処理の 

 

対 象 

処理対象人員 

 

     人 

放流水質 

(ＢＯＤ) 

mg／ℓ 

ＢＯＤ 

除去率 

  ％ 

備考 

ゴルフ場等 

の開発事業 
全域 全 全 － － (注 2) 

そ の 他 

衛生上

特に支

障のあ

る区域 

し 尿 

の み 

50 以下 90 以下 65 以上 

(注 4) 

51～200 60 以下 70 以上 

201～500 
60 以下 

(注 3) 
70 以上 

501 以上 20 以下 85 以上 

し 尿 

及 び 

雑排水 

全 20 以下 90 以上 

 

（注）１．建築基準法施行令第 32 条に基づく指定 

   ２．「奈良市ゴルフ場開発事業に伴う環境保全に関する指導要綱」による 

   ３．「衛生上特に支障がある区域」に設置するし尿浄化槽で、処理対象人

員が 201～500 人、排水量が 50 立方メートル以上である場合は、20mg/

ℓ以下とする。 

   ４．大和都市計画区域全体とする。 

 

   ※「衛生上特に支障のある区域」に設置されている旧構造し尿浄化槽で、

処理対象人員が 100 人以下のものにあつては、その放流水質（ＢＯＤ）

は 90mg/ℓ以下とする。 





 

 









 

 



 



 



 

  



開発事業に係る主管課一覧表 

（令和 8 年 5 月 7 日現在） 

主 管 課 協議及び相談事項 

危機管理課 交通安全施策に関する事項 

地域づくり推進課 

西部出張所 総務課 

東部出張所／北部出張所 

月ヶ瀬行政センター 

地域振興課 

都祁行政センター 

地域振興課 

住民公開に係る自治会及び自治連合会の通知に関する事項 

集会施設等に関する事項(地域づくり推進課) 

障がい福祉課 障害者福祉施設に関する事項 

介護福祉課 
老人福祉法における老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設並びに有料

老人ホーム及び介護老人保健施設に関する事項 

幼保こども園課 市内保育所、認定こども園及び公立幼稚園に関する事項 

放課後児童育成課 児童館に関する事項 

保健・環境検査課 公害対策に関する事項 

保健衛生課 
食品衛生法、環境衛生関係営業法令、動物愛護法、医療法及び医薬品医

療機器等法に関する事項 

廃棄物対策課 事業系ごみ、産業廃棄物及び再生資源収集場に関する事項 

収集課 家庭ごみ集積場に関する事項 

まち美化推進課 空き地の管理及び大型ごみ集積場に関する事項 

観光戦略課 奈良町を含む観光施設、自然公園特別地域内に関する事項 

農政課 地域森林計画対象民有林、農業振興地域、農業用水利等に関する事項 

都市計画課 

地域地区、地区計画、都市施設、国土利用計画法、生産緑地、宅地面積、

駐車・駐輪に関する事項 

景観計画、地区計画形態意匠、風致地区、歴史的風土保存区域、屋外広

告物、景観計画区域内における一定規模以上の大規模建築物等に係る事

前協議に関する事項 

都市政策課 立地適正化計画に関する事項 



主 管 課 協議及び相談事項 

駅周辺整備事務所 
JR奈良駅南特定土地区画整理事業・近鉄西大寺駅南土地区画整

理事業に関する事項 

公園緑地課 公園、緑地に関する事項 

開発指導課 
開発・宅地造成行為許可、開発指導に関する事項 

奈良市都市問題調整会議に関する事項 

建築指導課 
建築確認申請、建設リサイクル法、省エネ法、 

福祉のまちづくり条例(建築物の整備基準)、電波障害に関する事項 

土木管理課 道路・法定外公共物の管理等に関する事項 

道路建設課 道路の建設等、都市計画道路(街路)建設に関する事項 

河川耕地課 
準用河川・水路（法定外公共物）に関する事項 (明示・占用を除く)、特

定都市河川浸水被害対策法（雨水浸透阻害行為許可）等に関する事項 

建築デザイン課 
市の建築物及びその附帯施設の建設、修繕に関する事項 

（工事期間及び工事車両運搬計画調整等） 

教
育
委
員
会 

教育総務課 奈良市立小中学校の通学の安全確保に関する事項 

文化財課 文化財の保護に関する事項 

いじめ防止生徒指導課 少年指導に関する事項(ゲームセンターの設置等) 

農業委員会事務局 農地の転用に関する事項 

消
防
局 

消防課 消防水利施設等に関する事項 

予防課 予防対策に関する事項 

企
業
局 

水道工務課 上水道に関する事項 

下水道事業課 公共下水道、汚水排水施設に関する事項 

送配水管理センター 

水質管理室 
水源河川の水質に関する事項 

 

※ 窓口担当は、要綱第３条第１項(1)は開発指導課、同第３条第１項(2)並びに同第３条第２

項は建築指導課です。 

 


